
平成２３年２月 
 

各  位 
厚生労働省老健局 
国土交通省住宅局 

 
平成 23 年度高齢者等居住安定化推進事業及び 

高齢者の住まいと地域包括ケアの連携推進について 
 

 平素より、厚生労働行政及び国土交通行政の推進にご協力いただき、誠にありがとうご

ざいます。 
 
 高齢社会の進展を背景として、厚生労働省と国土交通省が連携して、良質な高齢者住宅

の供給を促進するための施策を実施しています。 
 この度、高齢者向け優良賃貸住宅及び高齢者専用賃貸住宅等を廃止して、サービス付き

高齢者向け住宅の登録制度を新たに設ける高齢者住まい法の改正法案が国会に提出されま

した。 
また、国土交通省において、平成 22 年から引き続いて高齢者等居住安定化推進事業を

実施することとしております。 
今般、「高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業」の事前説明会とあわせて、

改正法案の概要及び高齢者の住まいと地域包括ケアの連携推進に係る説明会を行うことと

しましたので、会員へご案内いただくなど、ご協力をたまわりますようお願い申し上げま

す。 
なお、新たに設けられるサービス付き高齢者向け住宅の整備に対する補助事業につきま

しては、この度の説明会では概要を説明させていただくこととし、４月以降に改めて具体

的な内容の説明会を行う予定としておりますので、念のため申し添えます。 
 
※ 「高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業」とは、平成 22 年度高齢者等居住安定化推

進事業のうち特定部門「生活支援サービス付き高齢者専用賃貸住宅部門」を除いた事業です。 
 
           ＜お問い合わせ先＞ 

◆高齢者の住まいと地域包括ケアの連携推進について 
厚生労働省老健局高齢者支援課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（代表） 
課長補佐 廣瀬（３９８１） 

 
◆高齢者等居住安定化推進事業等について 

国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室 
ＴＥＬ：０３－５２５３－８１１１（代表） 

課長補佐 村上（３９３５４） 


